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平成 30年度 松くい虫被害対策実施方針（案） 
 

 

１ 目 的 

松くい虫被害対策は、「岩手県松くい虫被害対策推進大綱」（平成 13年 12 月）及び流域区

分別に定める「地域森林計画」の松くい虫被害対策の方針に基づき、総合的かつ計画的に実施

する。 

県は、平成 30 年度の松くい虫被害対策を円滑に実施するため、市町村と緊密に連携し、関

係機関・団体の協力を得て、それぞれの役割分担のもとに、達成すべき目標、重点的実施事項、

具体的な実施方法を明らかにした実施方針を定める。 

 

２ 達成すべき目標 

（１）松くい虫被害の北上を阻止し、被害地域を縮小させる。 

（２）公益性の高い重要なアカマツ林及びアカマツを重点に守る。 

 

３ 重点的実施事項 

（１）的確で効果的な被害対策の促進 

（２）被害発生状況に応じた総合的な被害対策の実施 

（３）松くい虫被害対策の実施体制の強化 

（４）適期に確実な駆除が実施できる労務体制の整備 

（５）松くい虫被害防除監視帯（以下「監視帯」という。）による監視強化と被害空白化 

（６）被害先端地域から隣接未被害地域への被害拡大の防止 

（７）松くい虫被害の県民への周知及び森林所有者等の防除活動への参画 

（８）マツ材の移動制限による被害拡大の防止 

（９）「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」の遵守の徹底 

（10）除間伐の的確な実施による適正な森林管理 

（11）被害木の利用促進 

（12）樹種転換の促進 

（13）松くい虫被害抵抗性品種の開発と普及 

（14）有効な防除技術の定着促進 

（15）被害対策推進のための関係機関との連携強化 

 

４ 具体的な実施方法 

（１）的確で効果的な被害対策の推進 

ア 県及び市町村は、被害木航空調査や被害木地上調査、防除監視帯設置、防除推進員設置

による被害の調査・監視事業を有機的に結び付けて、先端地域及び重要松林を中心とした

防除の効果と効率を高める。 

イ 県及び市町村は、「達成すべき目標」を実現するため、伐倒駆除、薬剤散布、樹幹注入

及び樹種転換の防除事業を計画的総合的に実施する。 

ウ 薬剤の空中散布及び地上散布の実施について、関係市町村は、岩手県防除実施基準等に

基づき適切に実施する。 

 

資料 ２ 
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（２）被害発生状況に応じた総合的な被害対策の実施 

ア 被害地域区分に応じた対策の実施 

（ア）各被害地域区分に該当する市町村は別表のとおりとする。 

（イ）市町村は、それぞれの被害地域について、別表に示す発生防止目標を達成するため、

防除方針等に基づいた被害対策を実施する。 

（ウ）市町村及び県は、未被害地域において、被害木調査の実施と松林の健全化に努める。 

（エ）市町村は、先端地域において、短期間に被害の根絶を図るよう徹底駆除に努める。 

（オ）市町村は、隣接地域において、被害発生区域の圧縮を図るよう駆除に努めるとともに、

被害拡大を防ぐため樹種転換を推進する。 

（カ）市町村は、高被害地域において、岩手県樹種転換促進指針に基づく樹種転換を積極的

に推進する。 

（キ）市町村は、隣接する市町村と被害状況や駆除方針及び対策事業などを互いに確認し、

連携を図りながら広域的な駆除に努める。 

（ク）市町村は、平成 28 年度の被害の発生地点を管内図に図示し、別表に示す対象地域の

区分により、市町村内を区分し、被害状況の的確な把握を行う。 

（ケ）広域振興局及び農林振興センター（以下「広域振興局等」という。）は、管内の市町

村に対し、被害地域に応じた被害対策が的確に実施されるよう支援する。 

イ 被害状況及び対策実施効果の検証実施 

（ア）被害対策の効果的かつ着実な推進のため、市町村は、被害発生状況、被害区域、高度

公益機能森林等の対象森林、被害防除監視帯、被害木駆除等防除の実施状況を管内図に

表示し、対策の実施結果及び効果を明らかにする。また、これらを踏まえて被害対策の

実施結果を検討、評価し、必要に応じて改善を図る。 

（イ）広域振興局等は、上記(ア)の実施について必要な支援を行い、管内関係機関・団体等

とともに改善を図る。 

 

（３）松くい虫被害対策の実施体制の強化 

ア 広域振興局等は、管内の関係市町村と連携して被害対策実施方針を定め、関係機関・団

体等と一体となって、被害対策の着実な実施を図る。 

イ 市町村は、アカマツ林の所有者等から、被害木の伐倒駆除の承諾を得るとともに、適期

に効果的な駆除を行えるよう、防除対策の必要性を説明する。 

ウ 市町村は、発見されている被害木について、徹底した駆除を実施するよう努めるととも

に、広域振興局等は、市町村が被害木の駆除を確実に実施できるよう支援する。 

 

（４）適期に確実な駆除が実施できる労務体制の整備 

ア 市町村は、被害が広範にわたる、被害量が甚大な場合等には、被害発生地を地区割し、

複数の事業体に分割発注するなど、適期に駆除するための労務確保に努める。 

イ 広域振興局等は、駆除作業の準備段階で、管内の市町村の労務体制について具体的に把

握し、労務を確保できるよう努める。 

ウ 森林整備課は、防除事業の適正な執行を図るため、松くい虫に関する研修会及び技術講

習会を開催し、技術者等の養成に努める。 
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（５）松くい虫被害防除監視帯（以下「監視帯」という。）による監視強化と被害空白化 

ア 広域振興局等は、地域の状況に精通した防除監視員を配置し、監視帯内及びその周辺区

域における被害の早期発見に努める。 

イ 市町村は、監視帯及びその周辺区域の被害を短期間に根絶するよう駆除に努める。 

ウ 県及び市町村は、潜在被害木の発見に有効な「ヤニ打ち調査」を実施し、特定した感染

源を徹底駆除（山そうじ）することにより、監視帯の被害の空白化を図る。 

エ 森林整備課は、必要に応じ監視帯の区域を見直すものとする。 

 

（６）被害先端地域から隣接未被害地域への被害拡大の防止 

ア 被害先端地域から未被害地域への松くい虫被害の飛び込みに迅速に対応するため、隣接

する未被害地域の一部を対策対象松林に指定する。 

イ 隣接未被害地域については、適期・的確な除間伐の実施等により、健全な松林を造成す

る。 

 

（７）松くい虫被害の県民への周知及び森林所有者等の防除活動への参画 

ア 県及び市町村は、松くい虫被害の危険性と防除方法について、正しい理解がえられるよ

う広報活動を行う。また、被害の発生状況や防除対策に関する情報を積極的に提供し、森

林所有者、地域住民等が防除活動に協力・参加する意識の高揚を図る。 

イ 市町村は、被害の監視、連絡、防除を円滑に行えるようにするため、集落ごとに地域の

状況に詳しい人に「連絡員」等を依頼するとともに、被害の発生、防除に対する関心を高

めるため懇談会や研修会を実施する。 

 

（８）マツ材の移動制限による被害拡大の防止 

ア 県は、森林病害虫等防除法に基づく被害木（松くい虫付着丸太）の移動制限（被害木を

駆除する目的で被害区域内を移動する場合を除く）及び被害木等駆除に係る命令を県告示

により行う。また、関係者への周知、遵守の徹底を図る。 

イ 市町村は、被害木の所有者等に対し、被害木を利用する場合には、期限内に薬剤くん蒸

や破砕等の適切な処理をしなければ利用できないことを周知し徹底を図る。 

ウ 広域振興局等は、利用の申し出があった場合、適切な処理を行うよう指導する。 

エ 広域振興局等は、森林害虫防除員及び松くい虫防除推進員による丸太集積場所等の監視

を通年実施し、松くい虫付着丸太の移動に伴う被害の拡大防止を徹底する。 

オ 県は、関係機関・団体に対し、アカマツ材が被害木でない場合であっても、被害地域か

ら県北等の未被害地域に持ち込まれることがないよう協力を要請する。 

 

（９）「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」(以下「伐採施業指針」という。)の遵

守の徹底 

県、市町村、関係機関・団体は、各事業体及び森林所有者に対し伐採施業指針の遵守指導

を徹底する。 

 

（10）除間伐の的確な実施による適正な森林管理 

ア 県及び市町村は、松くい虫被害のまん延を防ぐため、除間伐を的確に実施し、健全なア

カマツ林の造成を促進する。 

イ 実施にあたっては、伐採木が感染源とならないよう伐採施業指針を遵守し適正に行うよ

う指導する。 
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（11）被害木の利用の促進 

ア 県は、被害木の利用による駆除を促進するため、森林病害虫等防除法に基づく被害木の

移動制限に係る命令の対象から、被害木を駆除目的で被害区域内を移動する場合を除くも

のとする。 

イ 森林所有者は、被害木を利用するときは、広域振興局等に申し出るとともに、感染源と

ならないよう適切な処理を行ったうえで利用する。 

ウ 県や市町村は、防除事業において、被害木を駆除する場合、運搬破砕による被害木の利

用を促進する。 

 

(12) 樹種転換の促進 

県及び市町村は、被害まん延地域の樹種転換を促進するため、関係機関に適切な助言及び 

指導を行うとともに、樹種転換の促進に資する措置一般を推進するものとする。 

   

（13）松くい虫被害抵抗性品種の開発と普及 

松くい虫被害に抵抗性の高い品種（アカマツ）の開発を継続するとともに、高い抵抗性を

有する苗木の販売が開始されたことから、その普及を図る。 

 

（14）有効な防除技術の定着促進 

ア 県及び市町村は、被害木の発見に有効な技術の定着を図り、被害拡大の防止、被害地域

における被害低減を図る。 

イ 被害地域において、県及び市町村は、公益性や景観上重要な松林への被害伝播を防止す

るため、効果的な予防、駆除技術の適用に努め、重要松林の保全に努める。 

 

（15）被害防除対策推進のための関係機関との連携強化 

ア 県の松くい虫被害対策は、国及び市町村並びに関係機関・団体及び森林所有者との綿密

な連携のもとに総合的な防除対策として推進する。 

イ 県は、松くい虫対策を円滑に推進するため、 県庁内及び広域振興局等内に「森林病害

虫（松くい虫）被害対策推進協議会」等を設置する。 

ウ 被害拡大を防止するため、県は、未被害市町村に対しても被害及び防除対策の実施状況

を情報提供するとともに予防対策等の強化を図る。 

エ 森林整備課、広域振興局等及び市町村は、松くい虫防除の実施について、隣接する県、

広域振興局等及び市町村との連携の強化を図る。 
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別表 

区 分 対象地域 該当市町村 発生防止目標 防除方針 重点防除実施方法 

未被害 

 地域 

被害発生区域

の周辺地域 

被害地域区分図の

未被害地域 

松林の健全化

に努め、被害

の侵入を未然

防止する。 

適期に間伐等を

実施し、侵入を

未然防止する。 

･被害先端地域に隣

接する場所を中心に

被害木調査を実施 

･間伐等の計画的実

施 

先端 

地域 

被害発生地域

の先端に位置

し、被害が微

弱な地域 

盛岡市、滝沢市、

矢巾町、遠野市、

大船渡市、陸前高

田市、住田町のう

ち被害地域区分図

の先端地域 

短期間に被害

の発生を根絶

する。 

徹底駆除を行

い、再発生を阻

止する。 

･被害木の調査及び

駆除 

･潜在被害木調査 

 

隣接 

 地域 

先端地域と高

被害地域の中

間に位置し、

発生区域が限

られ被害量が

増加しつつあ

る地域 

盛岡市、滝沢市、

紫波町、矢巾町、

花巻市、北上市、

遠野市、奥州市、

金 ケ 崎 町 、 一 関

市、大船渡市、陸

前高田市のうち被

害地域区分図の隣

接地域 

被害発生区域

を圧縮し、中

期的に被害の

発生を根絶化

する。 

重要松林の保全

に重点を置き、

その周辺は感染

源の駆除を行う

とともに、樹種

転換を積極的に

推進し未被害地

域への伝播を防

ぐ。 

･重要松林及びその

周辺松林で被害木

及び感染源を重点

駆除 

･重要松林の予防 

･樹種転換の推進 

高被害 

 地域 

被害の発生が

長期にわたり

被害量が特に

多く、区域的

にも拡散して

いる地域 

紫波町、花巻市、

北上市、遠野市、

奥 州 市 、 金 ケ 崎

町、一関市、平泉

町、大船渡市、陸

前高田市のうち被

害地域区分図の高

被害地域 

被害発生区域

を 圧 縮 し 、

中･長期的に

恒常的な被害

の発生を根絶

化する｡ 

重要松林の保全

に重点を置き、

その周辺は樹種

転換を積極的に

推進し被害の分

断化を図る。 

･重要松林及びその

周辺松林で被害木

及び感染源を重点 

･重要松林の予防 

･樹種転換の推進 
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先端地域 

隣接地域 

高被害地域 

未被害地域 



松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針 
 

（平成 21 年 4 月 16 日森整第  65 号） 

（改正 平成 22 年 3 月 17 日森整第 970 号） 

（改正 平成 23 年 2 月 18 日森整第 842 号） 

（改正 平成 24 年 4 月 13 日森整第  52 号） 

（改正 平成 26 年 2 月 20 日森整第 768 号） 

（改正 平成 27 年 3 月 3 日森整第 799 号） 

 

１ 趣 旨 

松くい虫被害の拡大防止を図り、健全なアカマツ林を造成するため、「岩手県松

くい虫被害対策推進大綱」による総合的な被害対策を推進するとともに、この指針

に基づき、アカマツ林の除間伐及び主伐並びに土木工事等におけるアカマツ支障木

伐採等の適正な伐採施業について指導するものである。 

 

２ 地域区分 

松くい虫被害（マツ材線虫病）の発生状況及びマツノマダラカミキリの生息分布

状況を勘案し、次のとおり地域区分を行う。 

 
 

地 域 名     
 

 

指  定  要  件 
 

 

地 域 の 範 囲 
 

 

 

 

被害地域 

 

 

 
 

 

松くい虫被害（マツ材線虫病）

が継続して発生している地域。 

ただし、標高おおむね 500ｍ以

上を除くものとする。 

 
 

 

盛岡市、滝沢市、矢巾町、 

紫波町、花巻市、北上市、奥州市、

金ケ崎町、一関市、平泉町、 

大船渡市、陸前高田市、住田町、 

遠野市 
 

 

 

 

周辺地域 

 

 
 

 

被害地域に接する地域で、マツ

ノマダラカミキリの生息が確認さ

れるなど警戒を要する地域。 

ただし、標高おおむね 500ｍ以

上を除くものとする。 
 

 

 

 

 

そ の 他 

の 地 域 
 

 

上記以外の地域。 

 
 

 

上記以外の市町村 
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３ 施業指針 

地域区分別の施業指針は、次のとおりとする。 

なお、この指針は主伐と生産間伐を基本としている。切り捨てした除間伐木については、本

表の残材と同じ処理をする。 

地域区分 伐採時期 
処   理   方   法 

備  考 
造材丸太 残  材 枝  条 

被害地域 

 

及び 

 

周辺地域 

 

 

 

 

 

4月 

～5月 

6 月に入る前に

林外に搬出する

こと。 

 剥皮、焼却、林

外搬出処分又は薬

剤散布すること。 

焼却、林外搬出処分

又は薬剤散布するこ

と。 

ただし、最大径 3cm

以下のものは放置し

てもよい。 

薬剤散布をなるべく避

け、散布する場合は県

の指導を受けること。 

6月 

～9月 

伐採を避けること。 

やむを得ず伐採する場合は、所管する広域振興局林務部、農

林部又は農林振興センターの指示を受けること。 

 6 月～9 月に新しい皮

付丸太を放置すると、

松くい虫の繁殖源、感

染源となる。 

10月 

～11月 

通常の施業でよ

い。 

最大径 20cm 以上

のものは、1ｍ以

下に玉切って乾燥

しやすいように残

置すること。 

放置してもよい。 「マツ伐倒時期安全確

認調査」を実施した場

所においては、安全が

確認された時期、方法

に従って施業するこ

と。（調査方法は別紙  

のとおり） 12月 

～１月 

通常の施業でよ

い。 

1ｍ以下に玉切っ

て乾燥しやすいよ

うに残置するこ

と。 

左に同じ。 

ただし、最大径 3cm

以下のものは放置し

てもよい。 

2月 

～3月 

通常の施業でよ

い。 

剥皮、焼却又は林

外搬出処分するこ

と。 

左に同じ。 

ただし、最大径 3cm

以下のものは放置し

てもよい。 

その他 

の地域 

 通常の施業でよ

い。 

左に同じ。 左に同じ。  

 

４ その他 

（1）被害地域及び周辺地域の標高おおむね 500ｍ以上の林分であっても、マツノマダ

ラカミキリの生息している林分と近接している場合は、標高おおむね 500ｍ未満の

地域に準じる。 

（2）被害地域及び周辺地域においては、被圧木、衰弱木枯損枝、暴風雪その他の原因

による枯損木は、速やかに処理する。 

（3）被害地域及び周辺地域においては、隣接林分（おおむね 200ｍ以内）の連年施業

は避けること。 

（4）クロマツについても本指針に準じて施業する。 

（5）この指針により難い場合には、別添の「マツ伐倒時期安全確認調査方法書」によ

る調査結果によって施業すること。 
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マツ伐倒時期安全確認調査方法書 
 

１ 目的 

最近、アカマツの除間伐木や主伐残材あるいは、被害枯損木が松くい虫被害の増殖、感染源と

なっていることが明らかにされた。 

このため、「松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針」に基づいて施業の指導を進めると

ともに、地域の立地環境により、伐採時期、施業方法を弾力的に運用するため、本調査を実施す

る。 

なお、この調査の結果は、当面、調査場所にのみ適用するものとする。 
 
２ 調査方法 

(1) 10月～翌年 5月までの各月の 20日に供試木 2本を伐倒し、各々1.0、0.5、0.3ｍに玉切り、

林内に放置する。 

(2) 翌年 10月に各供試丸太に対するマツノマダラカミキリの寄生状況を調査する。 

(3) 供試木の玉切り方法は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

  ∧  ∧    ∧ ∧  ∧    ∧ ∧  ∧    ∧ ∧  ∧ 

0.3 0.5   1.0    0.3  0.5    1.0     0.3  0.5     1.0    0.3  0.5     1.0 
 

時 期 別 伐 倒 木 調 査 と り ま と め 表 
 

 地方振興局名 
 

 

 
 

 

担 当 者 名        
 

 

 
 

 

 林 

 況 

 ・ 

 地 

 況 
 

 

所在地     
 

 

 
 

 

事業区、林小班 
 

 

 
 

 

 樹  種 
 

 

 
 

 

林  齢 
 

 

      年 
 

 

平均胸高直径        
 

 

          ｃｍ  
 

 

 平均樹高 
 

 

   ｍ 
 

 

 方  位 
 

 

 
 

 

標  高 
 

 

      ｍ 
 

 

備    考        
 

 

 
 

 

調          査          結          果 
 

 

 
伐     倒 

 

年  月  日 
 

 

 
供試木の 

 

胸高直径 
 

1.0ｍ 材 0.5ｍ 材 0.3ｍ 材 

 

供試 

本数 

 マツノマダラカミキリ 

 寄生密度本数 
 

供試 

本数 

 マツノマダラカミキリ 

 寄生密度本数 
 

供試 

本数 

 マツノマダラカミキリ 

 寄生密度本数 

 

0 
 

＋ 

 

 

++ 

 

 

+++ 
 

0 
 

＋ 
 

++ 
 

+++ 
 

0 
 

＋ 
 

++ 
 

+++ 

 
 年  月  日 

 

 №1 

 №2 

  計 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 年  月  日 

 

 №1 

 №2 

  計 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  年  月  日 

 

 №1 

 №2 

  計 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ０ 寄生なし                                      注)  １ 判定は「マツノマダラカミキリ判定の手引」を利用。 

 ＋  １ 匹 

 ++ ２～５匹 

 +++ ６匹以上 

供試丸太１本当たり                 ２ カラフトとマダラは判別不能なので、区別しなくてもよい。 

の幼虫、あるいは材               （林業技術センターで飼育して判定する） 

入孔数                                ３ 寄生密度の判定は、概略で良い。（全面剥皮の必要はない） 
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松くい虫対策としてのアカマツ伐採施業指針付属図

（旧盛岡市）

（旧玉山村）

北上市

奥州市

陸前高田市

金ケ崎町

花巻市

紫波町

大船渡市

平泉町

一関市

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

住田町

岩泉町

田野畑村

八幡平市
葛巻町

滝沢市

雫石町

岩手町

久慈市

野田村

西和賀町

軽米町

九戸村

洋野町

普代村

一戸町

二戸市

遠野市

盛岡市

凡  例 

 被害地域 

 周辺地域 

 その他の地域 

 

矢巾町
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